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令和５年度第４回富山市農業委員会総会（月次）議事録 

 

１．日    時   令和５年７月５日（水） 

１４時５５分～１６時４７分 

２．場    所   富山市役所 東館８階 大会議室 

３．出席委員  ２３人 

        会  長 ２３番  才木  隆雄 

        会長代理 ２１番 島田 一郎 ２４番 宮田 好一  

委  員  １番 杉林 清則  ２番 熊南 昭浩       

３番 山崎  修  ４番 西田 清範    

５番 田中 輝男  ６番 森  悦雄     

７番 古田  茂   ８番 田中 善憲     

９番 大場 忠勝 １０番 大橋 芳信   

１１番 大浦 清貴 １２番 山﨑  巖  

１３番 福山 英則 １４番 仲田 茂男  

１５番 下村  帝  １６番  北森 正誠  

１７番 渡辺 正志  １９番 長谷 幹夫  

２０番 金木 洋子 ２２番 中井 義則 

４．欠席委員  １名   １８番 金田 修一 

５．議    題    議案第１１号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第１２号 農地法第４条第１項及び第５条第１項の規定によ 

る許可申請について 

議案第１３号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定

による農用地利用集積計画の決定について 

        報告事項第１０号  農地法第３条の３の規定による受理について 

報告事項第１１号 農地法第４条第１項第７号及び第５条第１項 

第６号の規定による受理について 

報告事項第１２号 農地法第１８条第６項の規定による通知につ 

いて 

        報告事項第１３号 農地法第５条第１項の規定による受理の取消           

                しについて 
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議      事 

 

事 務 局 

 

本日の月次総会につきましては、出席委員数は２３名でございます。 

「農業委員会等に関する法律第２７条第３項」の規定による開催要

件、在任委員数２４名の過半数に達していることから、本総会が成立

していることをご報告いたします。 

 

会   長 

 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 

会   長 

 

それでは、ただ今より令和５年度第４回富山市農業委員会月次総会

を開催します。 

本日は、議案３件、報告事項４件がございます。 

本日の議事録署名委員を私より指名してよろしいでしょうか。 

 

（委員一同 異議なし） 

 

それでは、私の方から指名させていただきます。２４番宮田委員、 

１番杉林委員、両委員にお願いしたいと思います。 

 

それでは、議案の審議に入ります。 

議案第１１号農地法第３条の規定による許可申請について、事務局

から説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第１１号農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明

いたします。 

議案書は１ページから１０ページまでです。 

議案書の内容について、１件の変更がありました。 

議案書３ページをご覧ください。 

９番の案件ですが、申請者から本日７月５日に許可申請の取下願の

提出がされております。来月の総会案件として、権利の種類を所有権

移転から使用貸借権の設定に変更して、再度、提出の予定です。 

議案書は１ページです。 

申請件数、面積については、今ほどご説明いたしました９番の取下

願があったため、１件分が減少することになります。 

今回の申請件数は、１件減少し１０件、申請面積は１，０００㎡減

少し、６１，５０２㎡に変更になります。 

累計の件数も３９件に変更になり、申請面積は、１４１，４２６㎡

に変更になります。 

続きまして、許可基準についてですが、全部効率利用要件、農作業

常時従事要件、地域調和要件について、申請書類においては、各要件

を満たしています。 
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申請理由及び権利の種類についてご説明します。２ページをご覧く

ださい。 

１番は、贈与により、隣接地の耕作者である譲受人に、所有権を移

転するものです。 

２番は、贈与により、叔父から甥に所有権を移転するものです。 

３番は、贈与により、父から子の妻に所有権を移転するものです。 

４番は、贈与により、隣接地の耕作者である譲受人に、所有権を移

転するものです。 

５番は、耕作不便のため、隣接地の耕作者である譲受人に、所有権

を移転するものです。 

議案書３ページをご覧下さい。 

６番は、贈与により、近隣の耕作者である譲受人に、所有権を移転

するものです。 

７番は、贈与により、以前から申請農地を借り、耕作していた譲受

人に、所有権を移転するものです。 

８番は、耕作不便のため、近隣の耕作者である譲受人に、所有権を

移転するものです。 

９番は、先ほどご説明しました、申請者から取下願が提出されてい

る案件です。 

１０番の議案書は、３ページから７ページです。 

１０番は、贈与により、新規の農家に所有権を移転するものです。 

れんげを栽培する予定です。農業経験については、市外にある実家

の農業の手伝いなどを行ってきております。 

１１番の議案書は、７ページから８ページです。 

１１番は、贈与により、新規の農家に所有権を移転するものです。 

こしひかりや大豆などを生産する予定です。申請人の住所地は射水

市ですが、以前から八尾町の外堀地区に通い、申請農地の一部を耕作

し、地域の農家の手伝いなどを行ってきております。 

以上でございます。 

会   長 

 

 

 

会   長 

 

 

会   長 

 

 

 

現地確認について、報告をお願いします。 

 

（担当委員から問題ない旨の報告あり） 

 

それでは、ただ今、説明及び報告がありました許可申請について、

ご意見、ご質問等があれば承りたいと思います。 

 

特に、ご意見、ご質問等がないようですので、申請どおり許可する

ことにご異議ありませんか。 

 

（異議なしとの発言あり） 



- 4 - 
 

 

会   長 

 

 

 

会   長 

 

 

 

異議なしとのことでありますので、議案第１１号農地法第３条の規

定による許可申請については、全件、申請どおり許可することといた

します。 

 

続きまして、議案第１２号農地法第４条第１項及び第５条第１項の

規定による許可申請について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 

議案第１２号農地法第４条第１項及び農地法第５条第１項の規定

による許可申請についてご説明いたします。議案書は９ページから１

４ページになります。 

今回、４条申請が２件、面積は５８８㎡、５条申請が１０件、面積

は１６，４３５㎡です。議案書１０ページをご覧ください。４条申請

の内容についてご説明いたします。位置図及び許可基準を併せてご覧

ください。 

４条申請の１番は、浜黒崎地区において、農家住宅の地目の是正で

あります。転用の概要といたしましては、申請地については、昭和４

８年から、長年、住宅敷地として使用しておりましたが、地目を調査

したところ、敷地内の地目の一部が農地であったため、今回是正のた

め申請されたものでございます。申請書には始末書の添付がございま

す。申請地は、宅地に囲まれた１０ヘクタールに満たない農地の集団

規模であり、過去に土地改良事業が実施されていないことから農地区

分は第２種農地、許可の基準は代替可能性なしを適用しております。 

４条申請の２番は、婦中地域神保地区において、農家住宅の地目の

是正であります。転用の概要といたしましては、申請地については、

昭和５０年ごろに自家用の農業用倉庫を建築しており、長年使用して

おりましたが、地目を調査したところ、敷地内の地目の一部が農地で

あったため、今回是正のため申請されたものでございます。申請書に

は始末書の添付がございます。申請地は、宅地に囲まれた１０ヘクタ

ールに満たない農地の集団規模であり、過去に土地改良事業が実施さ

れていないことから農地区分は第２種農地、許可の基準は代替可能性

なしを適用しております。 

議案書１１ページをご覧ください。 

５条の申請内容についてご説明いたします。 

５条申請１番は、蜷川地区において、一般住宅を建築する計画であ

ります。転用の概要といたしましては、申請人は現在、市内のアパー

トで生活をしておりますが手狭なため、駅が近く、近隣には教育施設

やスーパー、薬局など生活環境が整っている申請地において住宅建築

のため申請されたものでございます。申請地は雑種地化されており、

申請書には始末書の添付があります。申請地から半径３００ｍの範囲
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内に鉄道の駅があることから農地区分は第３種農地、原則許可案件と

なります。 

５条申請２番は、大広田地区において、一般住宅を建築する計画で

あります。転用の概要といたしましては、申請人は現在、市内のアパ

ートで生活をしておりますが、手狭であるため、近隣に保育園や小学

校があり教育環境が整っている、また、叔母の家が近くにある相互扶

助に適した申請地において住宅建築のため申請されたものでござい

ます。申請地は、１０ヘクタール未満の農地の集団規模であり、過去

に土地改良事業が実施されていないことから農地区分は第２種農地、

許可基準は代替可能性なしを適用しております。 

５条申請３番は、桜谷地区において、駐車場を整備する計画でありま

す。申請人の〇〇〇〇は、保育園や特別老人ホームの経営を行ってお

ります。転用の概要といたしましては、既存敷地内の●●●●、△△△△

の職員駐車場、保護者駐車場が慢性的に不足しており、朝や夕方など

はグラウンドの一部を駐車場にするなど業務や安全管理に支障がで

ていることから、今回、駐車場拡張のため申請されたものでございま

す。申請地は、１０ヘクタール未満の農地の集団規模であり、過去土

地改良事業が実施されていないことから農地区分は第２種農地、許可

基準は代替可能性なしを適用しております。 

５条申請４番は、呉羽地区において、農家住宅を建築する計画であ

ります。申請人は梨栽培を行う兼業農家であります。転用の概要とい

たしましては、昭和５０年に建築した実家が地盤沈下により徐々に傾

いており、住宅の移設が急務となっていることから今回申請されたも

のでございます。申請地は、１０ヘクタール以上の農地の集団規模に

属する農地で特に良好な営農条件を備えており、農地区分は第１種農

地、許可基準は集落接続を適用しております。 

議案書は１２ページになります。 

５条申請５番は、大沢野地域大沢野北部地区において、資材置場を

整備する計画であります。申請人の▲▲▲▲は、主に住宅の建築販売、

リフォーム、土木工事業等を行っております。転用の概要といたしま

しては、資材の仕入れ値が高騰しており、安価な時期に資材を仕入れ、

保管する場所の確保が急務となっており、既存地が手狭なため、隣接

地において資材置場整備のため今回申請されたものであります。申請

地は、都市計画区域の用途区域内にある農地で農地区分は第３種農

地、原則許可案件となります。 

５条申請６番は、大沢野地域大久保地区において、レストランを建

設する計画であります。申請人の□□□□は、主に住宅の建築や不動

産業を行っております。転用の概要といたしましては、一般国道４１

号線沿いの上大久保で営業を行っております牛丼チェーン■■■■

が、既存地にドライブスルーを設置するスペースが無いことから、店
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舗移転のため今回申請されたものでございます。既存地については貸

店舗として他業者に貸す予定でございます。申請地は、都市計画区域

の用途区域内にある農地で農地区分は第３種農地、原則許可案件とな

ります。 

議案書は１３ページになります。 

５条申請７番は、大沢野地域大久保地区において、分譲住宅地を整

備する計画であります。申請人の◇◇◇◇は、主に不動産業を行って

おります。転用の概要といたしましては、申請地は、半径５００ｍ以

内にスーパーマーケットやドラッグストア等の商業施設や、小学校や

中学校等の教育施設があり、生活環境が充実しており、また、一般国

道４１号線から近くて交通の便が良く、住宅の需要が増加しているこ

とから、申請地に１区画平均１７２㎡から２２２㎡の全３４区画の宅

地分譲地を造成するものでございます。申請地は、都市計画区域の用

途区域内にある農地で更地分譲が可能であり、農地区分は第３種農

地、原則許可案件となります。この案件につきましては、転用面積３，

０００㎡を超えているため、富山県農業会議への諮問案件となりま

す。 

５条申請８番は、大山地域大庄地区において、一般住宅を建築する

計画であります。転用の概要といたしましては、申請人は現在、市内

の共同住宅で生活をしておりますが、実家との相互扶助のため実家に

限りなく近い申請地において住宅建築のため申請されたものでござ

います。申請地は雑種地化されており、始末書の添付がございます。

申請地は半径５００ｍの範囲内に地区センター、医療施設があり、前

面道路に公共上下水道管が埋設されていることから農地区分は第３

種農地、原則許可案件となります。 

議案書は１４ページになります。 

５条申請９番は、婦中地域神保地区において、一般住宅を建築する

計画であります。転用の概要といたしましては、申請人は現在、妻の

実家にて同居しておりますが、手狭なため、相互扶助に適した、実家

に限りなく近い申請地において住宅建築のため申請されたものです。

申請地は雑種地化されており、始末書の添付がございます。住宅敷地

については申請地西側の宅地部分も含め３６８㎡となります。申請地

から半径３００ｍの範囲内に鉄道の駅があることから農地区分は第

３種農地、原則許可案件となります。 

５条申請１０番は、山田地域において、駐車場を整備する計画であ

ります。申請人は◆◆◆◆であります。転用の概要といたしましては、

お寺の駐車場が不足しており、門徒が近隣施設の駐車場を利用し迷惑

をかけていることから、隣接地において駐車場を整備するため今回申

請されたものでございます。申請地は、１０ヘクタールに満たない農

地の集団規模であり、過去に土地改良事業が実施されていないことか
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ら、農地区分は第２種農地、許可基準は代替可能性なしを適用してお

ります。 

以上でございます。 

 

会   長 

 

 

 

会   長 

 

 

会   長 

 

 

 

 

会   長 

 

 

 

現地確認について、報告をお願いします。 

 

（各担当委員から問題ない旨の報告あり） 

 

それでは、ただ今、説明及び報告がありました許可申請について、 

ご意見、ご質問等があれば承りたいと思います。 

 

 特に、ご意見、ご質問等がないようですので、申請どおり許可する 

ことにご異議ありませんか。 

 

（異議なしとの発言あり） 

 

異議なしとのことでありますので、議案第１２号農地法第４条第１

項及び第５条第１項の規定による許可申請については、全件、許可相

当と意見を付して、市長へ送付することといたします。 

 

会   長 続きまして、議案第１３号旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１ 

項の規定による農用地利用集積計画について、事務局から説明をお願

いします。 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１３号旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画の決定についてご説明いたします。  

議案書のページは、１５ページから１７ページです。 

利用権設定は、今回は１３件の貸し手から申し出があり、契約期間

は、１～２年が１件、３～５年が６件、１０年以上が６件です。設定

面積は、３２，０４３．００㎡です。 

すべて相対で農地中間管理機構を通すものはありませんでした。 

新規農家が１件あります。 

１７ページの３番は、幼いころから実家の農作業の手伝いをしてい

た本人が、結婚後も父の指導を受け夫婦で稲作を続けており、今後両

親も高齢になることから、自身が後継者として農地を守っていきたい

と考え、新規参入するものです。農機具については、父から借用し、

☆☆☆☆での販売を予定しております。 

以上、農用地利用集積計画の案件につきましては、旧農業経営基盤

強化促進法 第１８条第３項に掲げる、基本構想との整合性、すべて

の農用地の効率的利用、常時従事などの各要件を満たしています。 
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以上でございます。 

 

会   長 

 

 

会   長 

 

 

 

 

会   長 

 

 

 

会   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただ今、報告及び説明がありました農用地利用集積計画

について、ご意見、ご質問等があれば承りたいと思います。 

 

特にご意見、ご質問等がないようですので、この農用地利用集積計 

画について、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしとの発言あり） 

 

異議なしとのことでありますので、議案第１３号旧農業経営基盤強

化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画について、

ご異議なしと認め、原案通り決定いたします。 

 

 続きまして、報告事項に入ります。議案書の報告事項である、 

第１０号 農地法第３条の３の規定による受理について、 

第１１号 農地法第４条第１項第７号及び第５条第１項 

第６号の規定による受理について、 

第１２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、 

第１３号 農地法第５条第１項の規定による受理の 

取消しについて、 

事務局より一括して説明をお願いします。 

 

報告事項第１０号農地法第３条の３の規定による受理について、ご

報告します。議案書は、１８ページから３０ページです。 

今回の受理件数は３３件で、相続により所有権を取得したものが３

２件と２４ページ１５番の賃借権を取得したものが１件です。農業委

員会へのあっせん希望については、ありませんでした。 

報告事項第１１号農地法第４条第１項第７号及び第５条第１項第

６号の規定による受理について、ご報告いたします。議案書のページ

は３１ページから３６ページまでです。今回の受理件数は、４条が３

件、５条が９件、合わせて１２件、面積は合わせて１６，７９８．７

６㎡となっております。内容、転用目的についてはご覧のとおりです。

事業面積が１，０００㎡以上で、都市計画法上の開発許可と同日で受

理する予定のものは３３ページ、５条の１番と２番、３４ページの５

番、３５ページの８番の４件でございます。 

報告事項第１２号農地法第１８条第６項の規定による賃貸借の合

意解約について、ご報告いたします。議案書は、３７ページから４２

ページです。解約件数は１３件で、解約面積は２３，４１２.５２㎡で

す。今回の解約に関連する議案及び解約理由は、備考欄記載のとおり
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です。解約理由は、１番、２番は自作のため、３番、１１番は３条申

請のため、４番から１０番は換地による所有権移転のため、１２番は

５条届出のため、１３番は５条申請のためとなっております。 

議案書のページは４３ページです。 

報告事項第１３号農地法第５条第１項の規定による受理の取消し

についてご報告いたします。こちらにつきましては、令和４年１２月

１５日に農地法第５条の所有権移転で届出されましたが、権利の種類

を使用貸借権設定に変更するため取り消すものです。３４ページの３

番でご報告させて頂きましたが、改めて届出されております。 

議案書にはございませんが、令和５年３月と４月総会にて審議いた

だきました、中間管理機構通しの利用権設定にかかる、農用地利用配

分計画につきましては、富山市提出の原案通り認可された旨、富山県

より通知がありましたので、ご報告します。ご覧になりたい方はこち

らに置いておきますので、ご覧ください。 

以上でございます。 

 

会   長 

 

 

会   長 

 

 

会   長 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 

会   長 

 

 

会   長 

 

 

 

 

会   長 

ただ今、説明がありました報告事項について、ご意見、ご質問等が 

ありましたら承りたいと思います。 

 

特に何もないようですので、これをもちまして、議案・報告事項の

議案審議を終了します。 

 

続きまして、協議・報告事項に入ります。 

 まず、農地等の利用の最適化に関する改正指針について、事務局か 

ら説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

それでは、ただ今説明がありました、農地等の利用の最適化に関す

る改正指針について、ご意見、ご質問等があれば承りたいと思います。 

 

特にご意見・ご質問等がないようですので、そのようにお願いしま

す。 

 

次に、農地利用最適化推進施策に関する意見書について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

それでは、ただ今説明がありました、市長への意見書については、
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会   長 

 

 

 

会   長 

 

 

 

会   長 

 

 

▽▽委員  

 

 

事 務 局 

 

▽ ▽ 委 員 

 

 

 

事 務 局 

 

▼▼委員  

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

▼ ▼ 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

９月月次総会時に協議する予定としておりますが、スケジュールや作

成方法などに関してご質問があれば承りたいと思います。 

 

ご意見、ご質問等がないようですので、説明があったスケジュール 

等にて進めてください。なお、皆様には、８月総会時に提案意見の提

出をお願いします。 

 

 次に、農地利用意向調査について、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

それでは、ただ今、説明がありました農地利用意向調査について、 

ご意見、ご質問があれば承りたいと思います。 

 

調査対象者について質問がある。これは前回調査で回答しなかった 

ものだけが調査対象となるということか。 

 

はい、前回調査で回答がなかった方が調査対象となります。 

 

了解した。調査をお願いする際に、「また調査があるのか」と構えら 

れる方もおられるので、あくまで調査対象者は、前回調査で回答がな

かった方だとわかるような説明書きが必要ではないか。 

 

 検討させてください。 

 

 前回は耕作者が調査対象であったが、今回は土地所有者が調査対象

となっている。土地所有者の中には耕作に全く関わらない方もおられ

ると思うが、そのあたりはどのように整理されているか。 

 

 調査の冒頭で「耕作の有無」の質問を設けることにより、まずは現

在の耕作状況を確認させていただき、その後、設問の矢印にそって回

答していただくことで、それぞれの営農形態に応じた意向を確認でき

るよう、整理させていただいたつもりです。 

 

 営農組合に耕作をお願いしている場合の設問について、どのように

回答していいかわかりにくい箇所があった。 

 

 営農組合の実態等も踏まえ、項目・状況を確認し、農業委員の皆様

のご意見も反映させた上で、設問を修正したいと思います。 
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★ ★ 委 員 

 

事 務 局 

 

 

▼ ▼ 委 員 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

▼ ▼ 委 員 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

 

会   長 

 

 

 

 

会   長 

 

 

▼ ▼ 委 員 

 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

 

会   長 

 

 国営圃場整備に係る意向調査に回答していた場合はどうなるか。 

 

 国営圃場整備に係る意向調査に回答済みの場合は、今回の調査の対

象から外します。 

 

 チラシの調査の目的についてだが、細かな法律を並べられるより

も、これまでの「人・農地プラン」が新たな計画にかわったため行わ

れる調査である、と言ってもらったほうがわかりやすいのではない

か。 

 

 わかりました。調査協力チラシについても調査票と同様、いただい

たご意見をもとに再検討させていただきます。 

 

 調査は７月下旬を予定しているのであれば、運営委員会で再度協議

が必要ではないか。 

 

 修正案につきましては、運営委員会にてお諮りさせてください。 

 

ほかにご意見、ご質問等がないようですので、そのようにお願い 

します。 

 

次に、富山県農業施策に関する政策提案について、事務局から説明 

をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

それでは、ただ今、説明がありました富山県農業施策に関する政策 

提案について、ご意見、ご質問があれば承りたいと思います。 

 

 １の②について、「高低差もある。県外の事例も参考にしながら」

とあるが、「ある」の後に、「ので」とか「から」を入れた方が良いの

では。 

 

 いただいたご意見に基づき、修正したいと思います。 

  

ほかにご意見、ご質問等がないようですので、そのようにお願いし

ます。 

 

次に、事務連絡等について、事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局 

 

 

 

 

会   長 

 

 

会   長 

 

 

 （事務局説明） 

 

今回農業委員の皆様にいただいたご意見をもとに、意向調査票を改

めて作成したいと考えております。それに併せて運営委員会も開催し

たいと思いますので、運営委員の皆様におかれましてはご出席いただ

きますよう、よろしくお願いします。 

 

ただ今、説明がありました事務連絡等について、ご意見、ご質問等 

がありましたら承りたいと思います。 

 

 ご意見、ご質問等がないようですので、令和５年度第４回富山市農

業委員会月次総会を終わらせていただきます。本日は、ありがとうご

ざいました。 

 


